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回（年度） 問　　　　　　　　　　　　　　　題

第72回

（ ４年度）

【第一問】　−50点−

問 １　国税滞納処分の差押えの一般的な要件の一つとして、国税徴収法第４7条第 １項第 １

号は、「督促状を発した日から起算して１0日を経過した日までに完納しないとき。」と

規定しているが、例外的に、督促を要しない国税の差押えを行うことができる場合が

ある。

督促を要しない国税（担保の処分、譲渡担保権者の物的納税責任の追及及び国税に

関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている

国税を除く。）の差押えを行うことができる場合について、簡潔に説明しなさい。

問 ２　納税の緩和制度の一つである滞納処分の停止について、その要件及び効果を説明し

なさい。

【第二問】　−50点−

次の問 １〜問 ３において、甲税務署長が、現時点（令和 ４年 ８月時点）で、滞納者（Ａ

社、Ｅ社及び居住者Ｉ）の滞納国税を徴収するため、国税徴収法上の第二次納税義務によ

る徴収方途及び徴収できる範囲について、その根拠を示して説明しなさい。

なお、甲税務署長が行う手続については、解答する必要はない。

問 １

１ 　Ａ社は、平成29年 ６ 月 １ 日に設立された税理士法人である。

2　Ａ社の社員は、設立時からの社員であるＢ及び令和 ３年 ４月 １日に入社したＣの 2

名である。なお、設立時からの社員であったＤは、令和 ３年１0月３１日付で退社（登記

済）している。

３　現在、Ａ社は、活動を停止しており事業再開の目途は立っておらず、滞納処分の執

行が可能な財産は有していない。

４　Ａ社は、令和元年 5月期消費税及び地方消費税の確定申告分１≤000≤000円を滞納し

ている。

問 ２

１ 　Ｅ社は、資本金１≤000≤000円の株式会社であり、その株式の保有割合は、代表者Ｆ

及び役員Ｇがそれぞれ50％ずつとなっている（Ｆ及びＧ以外に役員等はいない。）。

2　Ｅ社は、令和 2年 ３月期法人税の確定申告分３≤000≤000円を滞納している。

３　Ｅ社は、令和 ４年 ３月３１日、株主総会において解散を決議し、清算人にＦを選任し

た（登記済）。

４　清算人であるＦは、その選任時におけるＥ社の残余財産について、その選任後に、

次のとおり清算手続（分配）を行った。

⑴　現金2≤000≤000円をＦ名義預金口座に振り込んだ。

⑵　定期預金３≤000≤000円を解約し、Ｇ名義預金口座に振り込んだ。

⑶　Ｈ（Ｆの友人）に対する貸付金債権１≤000≤000円について、債権放棄した。
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5　現在、Ｅ社は、滞納処分の執行が可能な財産を有していない。

問 ３

１ 　居住者Ｉは、自身が経営するＪ株式会社（資本金１≤000≤000円。居住者Ｉが全額出

資。）の借入金の物上保証人として、自らが所有していた不動産を担保として提供し

ていたところ、Ｊ株式会社が当該借入金について返済不能となった。そのため、居住

者Ｉは、令和 2年 ３ 月３１日、当該担保不動産を20≤000≤000円（時価相当額）で売却

し、売却代金全額をＪ株式会社の借入債務の返済に充てた。その結果、居住者Ｉは、

Ｊ株式会社に対して、同額の求償債権を取得した。

2　居住者Ｉは、上記不動産の売却を行った令和 2年分に係る所得税１5≤000≤000円につ

いて滞納した。

３　居住者Ｉは、Ｊ株式会社の経営が悪化したため、事業再生士の指導・支援の下で、

取引金融機関から金融支援（債権放棄）を受けるに当たり、令和 ３年１0月３１日、Ｊ株

式会社に対する求償債権を放棄した。

なお、居住者Ｉが求償債権を放棄した時点での、当該求償債権の評価額は

１0≤000≤000円であった。

４　Ｊ株式会社は、上記企業再生の手続後においては、業績が回復している。

5　現在、居住者Ｉは、滞納処分の執行が可能な財産を有していない。


